
厚生労働大臣が定める掲示事項等

入院基本料に関する事項

特定機能病院入院基本料 一般病棟 ７対１
特定機能病院入院基本料 精神病棟 ７対１

病棟 配置基準
看護職員１人あたりの受け持ち数

8:00～16:30 14:45～23:15 23:00～8:15

4B(精神) 9 4  人以内 8  人以内 8  人以内

6C 12 5  人以内 9  人以内 9  人以内

7A 21 4  人以内 11  人以内 15  人以内

7B 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

7C 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

7D 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

8A 18 4  人以内 9  人以内 12  人以内

8B 18 5  人以内 8  人以内 10 人以内

8C 18 4  人以内 10  人以内 13  人以内

8D 18 4  人以内 10  人以内 14  人以内

9A 18 5  人以内 11  人以内 11  人以内

9B 18 5  人以内 11  人以内 11  人以内

9C 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

9D 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

10A 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

10B 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

10C 15 5  人以内 8  人以内 8  人以内

10D 9 7  人以内 7  人以内 7  人以内

5N 18 4  人以内 10  人以内 13  人以内

5S 18 4  人以内 11  人以内 14  人以内

6N 6 4  人以内 4 人以内 4  人以内

3-5 15 4  人以内 11  人以内 11  人以内

3-6 12 5  人以内 9  人以内 9  人以内
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